
1 （月） 午前10時30分 ～ 午前10時55分

２ 浪速区役所　選挙管理委員会室

３

４

◎

（１） 選挙人名簿登録者数について（10月12日現在）

　令和２年10月12日現在の当区の選挙人名簿登録者数は次のとおり。

男 女 計

（２） 選挙人名簿の抹消を事前に委員会で議決を行う件について

次のとおり決定しました。

　公職選挙法第28条の規定にかかわらず、大阪市を廃止し特別区を設置するこ

とについての投票の投票期日までに同条第２号に該当する選挙人は、別紙のと

おりであるので、その選挙人が他の市町村へ転出してから４箇月を経過するに

至ったときに選挙人名簿から抹消する。

（３） 選挙人名簿の抹消権限の一部を委員長に委任する件について

次のとおり決定しました。

　公職選挙法第28条の規定にかかわらず、大阪市を廃止し特別区を設置することに

ついての投票の投票期日までに同条第１号に該当する選挙人がいた場合及び今後届

出された住民異動届において同条第２号及び３号に該当する選挙人がいた場合は、各
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抹消期日に選挙人名簿から抹消する権限を当委員会は委員長に委任する。

（４） 令和２年11月１日執行大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票における告示

について、次の告示を行います。

ア） 投票所の設置

イ） 期日前投票所の設置

ウ） 期日前投票所の開閉時間の繰り下げ

エ） 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任

オ） 期日前投票における投票管理者及びその職務代理者の選任

カ） 開票の場所及び日時

キ） 開票管理者及びその職務代理者の選任

ク） 不在者投票時間の変更

（５） 令和２年11月１日執行大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票の開票立会人

の選任について

　開票立会人について、区内選出市会議員の推薦により届出のあった４名を開票立会人に

選任しました。

◎ 報告事項

（１） 投票日当日の投票所の視察等について

　令和２年11月1日執行大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票日当日

の、各投票所の巡回予定等について報告しました。

（２） 当面の主要日程について

　想定される当委員会の主要日程について報告しました。

（３） その他


